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 平成 28 年 11 月 設置 

 事務局：佐渡市消費生活センター 

 構成員 

庁内関係部署 消費生活センター 高齢福祉課 子ども若者相談センター 社会福祉課 

市民生活課健康推進室 

市に関連する機関 地域包括支援センター（４か所）民生委員 消防 

 関係団体、関係機関、

事業者等 

居宅介護支援事業所 郵便局 生活協同組合 金融機関  農業協同組合 

漁業協同組合連合会 警察 弁護士 コンビニ運営会社 警備会社 宅配

事業者 消費生活サポーター 等 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

人口 53,563 人 
面積 855.67 ㎢ 

高齢化率（65 歳以上） 41.6％ 

地域包括支援センター数 ４ 
 

消費生活相談件数 

文書   ５ 

電話 419 

来訪 212 

Ⅰ．自治体概要 

新潟県佐渡市の取組 
～高齢福祉課にあった既存のネットワークを活用して地域協議会設置へ～ 

１．自治体基礎情報 （令和元年度） 

 

３．協議会設立の背景 

▶ 平成 27 年、⾼齢福祉課が所管する「佐渡市⾒守り事業関係団体連絡会議」が発⾜。当初から
消費⽣活センターも構成員として参加していた。 

                

▶ 本会議の取組内容が「⾼齢者等の安⼼安全のための⾒守りを、⾏政、関係機関、⺠間事業者等
で実施すること」であり、消費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という。）と共通の⽬的があ 
った。  

                   

▶ 消費者安全法の改正により、各地⽅公共団体には協議会の設置が可能となったことを受け、この会
議を協議会として機能させ、継続できるよう消費者⾏政担当課から⾼齢福祉課に説明した結果、協
議会設⽴につながった。 

２．佐渡市 消費者安全確保地域協議会 

※人口・高齢化率の数値は令和２年３月 31 日現在 

佐渡市 
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Step 時期 概要 
１． 

情報収集 
平成 27年度 

消費生活センター、高齢福祉課、地域包括支援センターの間で検討会

を開催し、見守りの課題について情報共有  ☝ポイント１  

２． 

事前準備 

 

 

平成 27 年度 

 

平成 27 年度地域見守り事業関係団体連絡会議（高齢福祉課主催）開

催 

▶ 消費⽣活センターから、⾼齢者等消費者被害の現状と相談事例を紹介し、⾒守り担
当者の気付きを消費⽣活センターへつなぐことの重要性を説明。 

▶ 構成員である⾦融機関、宅配業者、総合⽣協等に（消費者被害の）端緒情報の
提供を依頼。 

新潟県消費者行政課主催の高齢消費者被害防止に関する意見交換会

に参加 

▶ ⾼齢福祉課担当職員も意⾒交換会に参加し、消費者被害に関する課題を共有した
ことで、その後の連携強化につながった。☝ポイント２  

３． 

検 討 

① 平成 28 年 

  10 月 

地域見守り事業関係団体連絡会議の中で、地域協議会設置に係る承

認をもらうための打合せ 

▶ 打合せは、消費⽣活センター（職員 1 ⼈）と⾼齢福祉課（職員２⼈）で⾏った。 
② 平成 28 年 

   11 月 

消費生活センター所管課内で協議会設置のための文書決裁 

４． 

設 置 

 

 

平成 28 年 

11 月 

平成 28 年度地域見守り事業関係団体連絡会議の開催 

▶ 地域⾒守り事業関係団体連絡会議において、消費⽣活センターから、この会議が今
後「消費者安全確保地域協議会」を兼ねることを説明し、構成員の了解を得る。 
 ☝ポイント３  

同日、消費者安全確保地域協議会（地域見守り事業関係団体連絡会

議）発足  ☝ポイント４  

 

☝ポイント１ 検討会で各課が説明を行い、共有された事項  

 
 
 
 
         
 
 
 

 

 

 

 それぞれの担当課の考え⽅、協⼒できる内容等についての話し合い（検討会）を２回開催 
 消費⽣活センターからは、平成 26 年度から実施している関係機関への消費者被害に係るＦＡＸでの情報提

供の具体的内容の紹介。  
 ⾼齢福祉課からは、地域⾒守り事業関係団体連絡会議に、今後新たに⾦融機関も加わってもらう予定につい

て紹介。 
 地域包括⽀援センターからは、⾼齢者虐待防⽌法第 27 条に規定された財産上の不当取引（経済的虐待

類似⾏為）及び介護保険法の権利擁護⽀援の観点から、地域⾒守り事業関係団体連絡会議に加わってい
ることの説明。 

 

１．設立までのステップ 

Ⅱ．協議会設立までのプロセス 
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☝ポイント２ 連携強化の内容  

         
 

 

 

 

 

 

☝ポイント３  協議会設置に向けての説明  

 
 
 
 
 
 
 
☝ポイント４ 協議会事務局  

 
 
 
 
 
 
 
 
 立ち上げまでの会議回数 

ステップ 1 検討会２回 
ステップ２ 地域⾒守り事業関係団体連絡会議１回、新潟県主催意⾒交換会１回 
ステップ３ 担当者打合せ１回、地域⾒守り事業関係団体連絡会議１回 
 

 立ち上げまでの職員体制 

消費⽣活センター職員１名、⾼齢福祉課２⼈ 
 

消費⽣活センター職員 1 名、⾼齢福祉 
 

 予算総額 248,000 円 （地方消費者行政強化交付金を活用） 

 
    啓発冊⼦購⼊  啓発カレンダー印刷  
 

  

２．協議会立ち上げまでの会議回数と職員体制 

 ⾼齢福祉課の事業の中で消費者被害啓発資料の提供を⾏ってもらう。 
 配⾷サービス利⽤者への納付書送付時に啓発チラシを同封してもらう。 

 新潟県から、 
 協議会は既存のネットワークを活⽤して設置可能であること 
 協議会設置のための要綱整備は必須ではなく、議事録等に、構成員により消費者安全法に

基づく協議会であることを承認された旨を明記する⽅法でよいこと 
など助⾔を受けた。 

 地域⾒守り事業関係団体連絡会議の事務局は⾼齢福祉課に置いたため、会議開催通知などの
発送などは、⾼齢福祉課が担っている。しかし、消費⽣活センター所管の消費⽣活サポーターへ
は、消費⽣活センターから開催通知を FAX するなど、役割分担をしている。 

３．協議会関係予算（平成 30 年度予算） 

※ 発⾜当時構成員ではなかった⺠⽣委員への連携強化策として、消費⽣活センター
が⺠⽣委員に対し、独⾃に出前講座を実施し、最新の被害事例や⾒守りの⽅法を伝
えた。  



4 
 

 
 
  

佐渡市 地域見守り事業関係団体連絡会議 

  
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

㌽個⼈情報の共有に関しては、関係する機関に限

定した形で⾏う。 

Ⅲ． 個人情報の取扱い 

 

消費生活センター 

つなぐ 

構成員が⾒守りの中で、おかしいな︖被
害かな︖と思ったら、個⼈情報の同意の
あり・なしに関わらず、消費⽣活センターに
相談をつなぐ。 

Ⅳ．設立翌年度以降の取組 

１．協議会設立後の取組 

 全体会議は年１回。内容は各機関の現状説明と意⾒交換。（会議開催準備は⾼齢福祉課で⾏
うが、事前に消費⽣活センターと⾼齢福祉課で打合せを１回⾏う。） 

 消費⽣活センターから、複数寄せられた相談等、注意喚起が必要な情報は事業者に FAX で情報提
供。新型コロナウイルス感染症に関連した注意喚起も⾏った。（資料１・２・３） 

 市⺠に対し、協議会の⽬的や活動を知らせる回覧⽂書を作成して回覧。（資料４） 
 毎年、警察と合同で「⾒守りカレンダー」の作成。各家庭に配布。（資料５） 
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   ⼀⼈暮らしの⾼齢者が光ファイバー回線の電話勧誘により、料⾦が安くなるというので申し込んだ。よ
く考えると不要だと思い、解約したいがどうしたらよいかと相談された。（⺠⽣委員からの相談） 

  ⇒ 相談者から業者の情報が得られなかったため、⺠⽣委員へ契約書⾯が届いたら消費⽣活センターへ連
絡するよう依頼した。後⽇、書⾯が届き、解約⼿続を親族へ依頼し解約した。 

 
  
   ⾦融機関の窓⼝に「布団の購⼊のため、40 万円を下ろしたい」と話す⾼齢者の⼥性が来ている。詳

しく話を聞いてみると、近所の展⽰会販売会場で勧められた商品らしい。消費⽣活センターへ⼀度相談
するよう勧めた。（⾦融機関の職員からの相談） 

  ⇒ その後、⾼齢の⼥性から消費⽣活センターへ相談があり、催眠商法の注意点を説明し、家族への相談を
促し、慎重に検討するよう伝えた。 

 

   福祉サービスを利⽤している⾼齢者から「内容がわからない⼝座の引き落としがある。このまま⽀払を
続けたくないが、どうしたらよいか。」という相談を受けた。引き落とし先の⼝座略称から推測して確認し
たところ、ある事業者にたどりついた。何の事業者なのかを知りたい。（社会福祉協議会の職員からの
相談） 

  ⇒ 消費⽣活センターで調べ、通信サービス関連の事業者であることを伝えた。後⽇、相談者から「通信関連
を含む複合的なサービスの契約であることが分かった。不要と思われるサービスなので、当事者と相談して解
約を検討する。」との連絡があった。 

 

   実家に帰省したら、⾼齢の⺟親が無料で卵などをもらえるという店舗に毎⽇通っていることが分かった。
そこで購⼊したという商品の請求書があり、収⼊に⾒合わない⾼額であったので注意した。しかし⺟親は
聞く⽿を持たず、どうしたらよいか。（帰省した娘からの相談） 

  ⇒ 催眠商法と思われたので注意点を説明した。事業者に⺟親の状況を伝え、勧誘を⾏わないよう依頼した。
また、福祉サービスは何も利⽤していないということであったので、福祉機関への相談を勧めた。娘は帰省中
に福祉機関へ相談し、定期的に福祉関係者が実家（⺟親宅）を訪問するサービスを申し込んだ。 

 

 

 

２．福祉関係部署や協議会構成員との連携事例 

１ 

２ 

３ 

４ 
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担当者から 

 
 

 発⾜当初、構成員からは「何をしていいのかが⾒えてこない。」「専⾨家ではないので解決を求められても負
担だ。」という意⾒があった。⾒守りハンドブック（資料６）を作成し、⽇常業務で気になったことを関係部署
へ伝えることをお願いした。年数が経つごとに構成員の⽅の⾒守りに対する意識は⾼くなってきていると感じる。 
 

 佐渡市では当初要綱を作成する予定であったが、関係課との話合いの中では、⺠間事業者がいるので「こう
しなければならない」という思いでうまく機能しないのではないか、という懸念があった。ちょっと気になったことを
関係機関につなぐ「おだやかな⾒守り」をお願いすることとし、要綱は作成しなかった。 

 

 

 


